
青森市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び青森市財務規則（平成

１７年青森市規則第６３号。以下「財務規則」という。）に定めるもののほか、保健部保

健予防課長（以下「課長」という。）が物品管理員（財務規則第２２６条第２項に規定す

る物品管理員をいう。以下同じ。）として管理する自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」

という。）の貸出しに係る事業（以下「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出事業」という。）

の実施に関し必要な事項を定め、もって市民の安全と安心の確保に資することを目的と

する。 

 

（事業の実施） 

第２条 市長は、前条に規定する目的を実現するため、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸 

 出事業を実施する。 

 

 （貸出機器） 

第３条 この要綱の規定により貸し出すＡＥＤは３台とし、保健部保健予防課及び浪岡事

務所健康福祉課に配置する。 

２ ＡＥＤの貸出台数は、市内で開催される市民が参加する催事等（以下「イベント等」

という。）１回につき１台とする。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、こ

の限りでない。 

 

 （貸出対象） 

第４条 ＡＥＤの貸出しを受けることができる者は、イベント等（営利を目的としたもの

を除く。以下同じ。）を行おうとする団体等の代表者とする。 

２ ＡＥＤの貸出しについて、次の各号のいずれかに該当するときは、その対象としない

ものとする。 

 （１） ＡＥＤを救命活動又は救命活動に備える目的以外で使用しようとするとき。 

 （２） イベント等に医療従事者（医師、看護師、保健師、救急救命士等をいう。以下

同じ。）又は普通救命講習（ＡＥＤの操作方法を含むものに限る。以下同じ。）を

修了した者が配置されないとき。 

 （３） イベント等が、法令若しくは公序良俗に反し、又はこれらに反するおそれがあ

ると認められるとき。 

 （４） ＡＥＤの貸出しを受けようとする者が第６条の規定による申請をした時点にお

いて、当該申請における貸出希望日と同一の日を貸出希望日とする同条の規定に

よる別の申請が３件以上あるとき。 



 （５） 前各号に定めるもののほか、イベント等におけるＡＥＤの使用に関し市長が不

適当であると認めるとき。 

 

 （貸出申請） 

第５条 ＡＥＤの貸出しを受けようとする者は、ＡＥＤの貸出しを受けようとする日（以

下「貸出希望日」という。）の１か月前から１週間前までに、自動体外式除細動器（ＡＥ

Ｄ）貸出申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならな

い。 

 （１） イベント等の内容が確認できる書類 

 （２） イベント等に配置される医療従事者の資格証又は普通救命講習を修了した者の

修了証の写し 

 （３） その他市長が必要と認める書類 

 

 （貸出決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、ＡＥ

Ｄの貸出しの可否を決定し、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出可否決定書（様式第２

号。以下「決定書」という。）により申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定によりＡＥＤの貸出しを可とする決定の通知を受けた者（以下「借受者」

という。）は、決定書に記載されている場所においてＡＥＤの引渡しを受けるものとする。 

３ 課長は、第１項に規定するＡＥＤの貸出しの決定に当たっては、財務規則第２３６条

第１項に規定する物品貸付調書に相当する自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出調書（様

式第３号）について必要な調製を行わなければならない。 

４ 前条及び第１項の規定によるＡＥＤの貸出しに係る申請及び決定は、借受者と市との

物品使用貸借契約の締結とみなす。 

 

（貸出期間） 

第７条 ＡＥＤの貸出期間は、引渡しの日から７日以内とする。ただし、市長が特に認め

るときは、この限りでない。 

 

（貸出料） 

第８条 ＡＥＤの貸出しに係る貸出料は、無償とする。 

 

 （費用負担） 

第９条 貸出期間中におけるＡＥＤの運搬及び維持管理に要する経費は、借受者の負担と

する。 

 



（使用上の遵守事項） 

第１０条 借受者は、ＡＥＤの使用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） ＡＥＤを善良な管理者の注意をもって管理すること。 

（２） ＡＥＤを取扱説明書に従い適切に使用すること。 

（３） ＡＥＤを申請目的以外で使用しないこと。 

（４） ＡＥＤを他に譲渡し、交換し、若しくは転貸し、又は担保に供しないこと。 

 

（貸出決定の解除） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第６条第１項の規定

によるＡＥＤの貸出しの決定を解除することができる。 

（１） 借受者が、ＡＥＤを使用しなくなったとき。 

（２） 借受者が、前条各号の規定に違反したとき。 

（３） 市がＡＥＤを公用又は公共用に供する必要が生じたとき。 

 （４） その他市長が必要と認めたとき。 

 

 （返却） 

第１２条 借受者は、ＡＥＤを貸出期間の満了の日（前条の規定により貸出しの決定が解

除された場合にあっては、市長が指定した日）までに決定書に記載されている返却場所

に返却するものとする。 

２ 借受者は、ＡＥＤの返却をするときは、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）使用実績報告

書（様式第４号）を市長に提出するものとする。 

３ 市長は、借受者の責めに帰する理由により、第１項に規定する返却期限までにＡＥＤ

が返還されなかったときは、当該期限の日の翌日から起算してＡＥＤが返還された日ま

での日数に応じた違約金を徴することがある。 

 

（損害賠償） 

第１３条 借受者がＡＥＤを損傷し、又は滅失したときは、当該借受者は、自動体外式除

細動器（ＡＥＤ）損傷・滅失届（様式第５号）を市長へ提出しなければならない。 

２ 借受者が故意又は重大な過失によりＡＥＤを損傷し、又は滅失したときは、借受者は、

借受者の負担において、相当額を賠償しなければならない。 

 

 （その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出事業の実施 

 に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 



   附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、平成２５年９月１日から実施する。 

（準備行為） 

２ この要綱の実施に伴うＡＥＤの貸出しに必要な申請、決定その他手続は、この要綱の

実施の日前においても行うことができる。 

 

附 則 

 （実施期日） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

 


